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報 告 第 １ 号

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 設 置 の 件

秋 田 市 長 、 河 辺 町 長 お よ び 雄 和 町 長 が 協 議 し た 結 果 、 別 紙 規 約 の と お り

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 を 平 成 1 5年 ７ 月 ７ 日 に 設 置 し た の で 報

告 す る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約

（ 協 議 会 の 設 置 ）

第 １ 条 秋 田 市 、 河 辺 町 お よ び 雄 和 町 （ 以 下 「 １ 市 ２ 町 」 と い う ） は 、。

地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 2 5 2 条 の ２ 第 １ 項 お よ び 市 町 村 の

合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 4 0年 法 律 第 ６ 号 。 以 下 「 法 」 と い う ）。

第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 合 併 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う ）。

を 置 く 。

（ 協 議 会 の 名 称 ）

第 ２ 条 協 議 会 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 と 称 す る 。

（ 協 議 会 の 事 務 ）

第 ３ 条 協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う 。

( 1 ) １ 市 ２ 町 の 合 併 に 関 す る 協 議

( 2 ) 法 第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ く 市 町 村 建 設 計 画 の 作 成

( 3 ) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 １ 市 ２ 町 の 合 併 に 関 し 必 要 な 事 項

（ 事 務 所 ）

第 ４ 条 協 議 会 の 事 務 所 は 、 秋 田 市 に 置 く 。

（ 組 織 ）

第 ５ 条 協 議 会 は 、 会 長 お よ び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。

（ 会 長 ）

第 ６ 条 会 長 は 、 １ 市 ２ 町 の 長 が 協 議 し 、 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 委 員

と な る べ き 者 の 中 か ら こ れ を 選 任 す る 。

２ 会 長 は 、 非 常 勤 と す る 。

（ 副 会 長 ）

第 ７ 条 協 議 会 に 、 副 会 長 若 干 人 を 置 き 、 会 長 が 委 員 の 中 か ら 指 名 す る 。

（ 委 員 ）

第 ８ 条 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 （ 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 会 長 に 選 任 さ

れ た 者 を 除 く ） を も っ て 充 て る 。。

( 1 ) １ 市 ２ 町 の 長

( 2 ) １ 市 ２ 町 の 助 役
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( 3 ) １ 市 ２ 町 の 収 入 役

( 4 ) １ 市 ２ 町 の 議 会 の 議 長 お よ び 副 議 長

( 5 ) １ 市 ２ 町 の 議 会 が そ れ ぞ れ 推 薦 す る １ 市 ２ 町 の 議 会 の 議 員

( 6 ) １ 市 ２ 町 の 長 が 協 議 し て 定 め た 学 識 経 験 を 有 す る 者

２ 委 員 は 、 非 常 勤 と す る 。

（ 会 長 の 職 務 代 理 ）

第 ９ 条 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 会 長 が あ ら か

じ め 指 定 す る 副 会 長 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。

（ 会 議 ）

第 1 0条 協 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う ） は 、 会 長 が 招 集 す る 。。

２ 会 議 の 開 催 場 所 お よ び 日 時 は 、 会 議 に 付 す べ き 事 項 と と も に 会 長 が あ

ら か じ め 委 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

（ 会 議 の 運 営 ）

第 1 1条 会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 、 こ れ を 開 く こ と が で

き な い 。

２ 会 長 は 、 会 議 の 議 長 と な る 。

３ 会 議 は 、 公 開 と す る 。 た だ し 、 会 議 を 公 開 す る こ と に よ り 、 公 正 か つ

円 滑 な 審 議 が 著 し く 阻 害 さ れ 、 会 議 の 目 的 が 達 成 さ れ な い と 認 め る と き

は 、 会 議 の 表 決 に よ り 全 部 又 は 一 部 を 非 公 開 と す る こ と が で き る 。

４ 会 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 の 出 席 を 求 め 、 そ

の 説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。

５ 会 議 の 議 事 そ の 他 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 会 議 に 諮 っ

て 定 め る 。

（ 小 委 員 会 ）

第 1 2条 協 議 会 は 、 第 ３ 条 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 一 部 に つ い て 調 査 、 審 議 等

を 行 う た め 、 小 委 員 会 を 置 く こ と が で き る 。

２ 小 委 員 会 の 組 織 、 運 営 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 会 議 に 諮 っ て 定 め

る 。

（ 幹 事 会 ）
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第 1 3条 会 議 に 提 案 す る 事 項 に つ い て 検 討 お よ び 調 整 を 行 う た め 、 協 議 会

に 、 幹 事 会 を 置 く こ と が で き る 。

２ 幹 事 会 の 組 織 お よ び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

（ 事 務 局 ）

第 1 4条 協 議 会 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 協 議 会 に 、 事 務 局 を 置 く 。

２ 事 務 局 の 職 員 は 、 １ 市 ２ 町 の 長 が そ れ ぞ れ 指 名 し た １ 市 ２ 町 の 職 員 を

も っ て 充 て る 。

３ 前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 事 務 局 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に

定 め る 。

（ 経 費 ）

第 1 5条 協 議 会 に 要 す る 経 費 は 、 １ 市 ２ 町 の 負 担 金 お よ び そ の 他 の 収 入 を

も っ て 充 て る 。

２ 前 項 の 負 担 金 の 額 は 、 １ 市 ２ 町 の 長 が 協 議 し て 定 め る 。

（ 財 務 に 関 す る 事 項 ）

、 、第 1 6条 協 議 会 の 予 算 の 編 成 現 金 の 出 納 そ の 他 財 務 に 関 し 必 要 な 事 項 は

会 長 が 別 に 定 め る 。

（ 監 査 ）

第 1 7条 協 議 会 の 出 納 の 監 査 は 、 １ 市 ２ 町 の そ れ ぞ れ の 地 方 自 治 法 第 1 9 9

（ 「 」 。）条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 代 表 監 査 委 員 以 下 代 表 監 査 委 員 と い う

に 委 嘱 し て 行 う 。

２ 代 表 監 査 委 員 は 、 協 議 会 の 出 納 の 監 査 を 行 い 、 そ の 結 果 を 会 長 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。

（ 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 ）

第 1 8条 協 議 会 の 会 長 、 副 会 長 、 委 員 お よ び 代 表 監 査 委 員 は 、 報 酬 お よ び

そ の 職 務 を 行 う た め に 要 す る 費 用 の 弁 償 を 受 け る こ と が で き る 。

２ 前 項 に 定 め る 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 の 額 な ら び に そ の 支 給 方 法 は 、 会 長

が 会 議 に 諮 っ て 定 め る 。

（ 協 議 会 解 散 の 場 合 の 措 置 ）

第 1 9条 協 議 会 が 解 散 し た 場 合 に お い て は 、 協 議 会 の 収 支 は 、 解 散 の 日 を
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も っ て 打 ち 切 り 、 会 長 で あ っ た 者 が こ れ を 決 算 す る 。

（ 委 任 ）

第 2 0条 こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長

が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 約 は 、 地 方 自 治 法 第 2 5 2 条 の ２ 第 ２ 項 の 告 示 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 平 成 1 5年 ７ 月 ７ 日 ）
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報 告 第 ２ 号

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 の 件

秋 田 市 長 、 河 辺 町 長 お よ び 雄 和 町 長 が 協 議 し た 結 果 、 次 の と お り 選 任 し

た の で 報 告 す る 。

会 長

秋 田 市 長 佐 竹 敬 久

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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報 告 第 ３ 号

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 に 係 る 諸 規 程 の 件

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 3条 第 ２ 項 、 第 1 4条 第 ３ 項 お

よ び 第 1 6条 な ら び に 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 幹 事 会 規 程 第 ７ 条

第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 幹

事 会 規 程 等 を 設 定 し た の で 報 告 す る 。

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 幹 事 会 規 程 （ 別 紙 １ ）

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 別 紙 ２ ）

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 財 務 規 程 （ 別 紙 ３ ）

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 専 門 部 会 規 程 （ 別 紙 ４ ）

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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別 紙 １

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 幹 事 会 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 3条 第 ２

、 （ 「 」項 の 規 定 に 基 づ き 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 以 下 協 議 会

と い う ） の 幹 事 会 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。。

（ 所 掌 事 務 ）

、 （ 「 」 。） 、第 ２ 条 幹 事 会 は 協 議 会 の 会 長 以 下 会 長 と い う の 指 示 を 受 け

協 議 会 の 会 議 に 提 案 す る 事 項 に つ い て 、 検 討 お よ び 調 整 を 行 う も の と す

る 。

（ 組 織 ）

第 ３ 条 幹 事 会 は 、 幹 事 長 、 副 幹 事 長 お よ び 幹 事 を も っ て 組 織 す る 。

（ 幹 事 ）

第 ４ 条 幹 事 は 、 別 表 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。 た だ し 、 同 表

に 掲 げ る 職 に あ る 者 が 欠 員 の と き は 、 当 該 幹 事 の 所 属 す る 市 町 の 長 が 指

定 す る 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る こ と が で き る 。

（ 幹 事 長 お よ び 副 幹 事 長 ）

第 ５ 条 幹 事 会 に 、 幹 事 長 お よ び 副 幹 事 長 を 置 く 。

２ 幹 事 長 お よ び 副 幹 事 長 は 、 幹 事 の う ち か ら 会 長 が 指 名 す る 。

３ 幹 事 長 は 、 幹 事 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。

４ 副 幹 事 長 は 、 幹 事 長 を 補 佐 し 、 幹 事 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務

を 代 理 す る 。

（ 会 議 ）

、 、 。第 ６ 条 幹 事 会 の 会 議 は 必 要 に 応 じ て 幹 事 長 が 招 集 し そ の 議 長 と な る

（ 専 門 部 会 ）

第 ７ 条 幹 事 長 の 指 示 を 受 け 、 第 ２ 条 に 規 定 す る 所 掌 事 務 に つ い て 専 門 的

、 、 。に 検 討 お よ び 調 整 を 行 う た め 幹 事 会 に 専 門 部 会 を 置 く こ と が で き る

２ 専 門 部 会 の 組 織 お よ び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

（ 関 係 者 の 出 席 ）
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、 。第 ８ 条 幹 事 会 は 必 要 に 応 じ て 関 係 職 員 等 の 出 席 を 求 め る こ と が で き る

（ 報 告 ）

、 、第 ９ 条 幹 事 長 は 幹 事 会 の 会 議 に お け る 協 議 の 経 過 お よ び 結 果 に つ い て

会 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

（ 庶 務 ）

第 1 0条 幹 事 会 の 庶 務 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 4条

第 １ 項 に 規 定 す る 協 議 会 の 事 務 局 に お い て 処 理 す る 。

（ 委 任 ）

、 、第 1 1条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 幹 事 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は

会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 1 5年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）

秋 田 市 河 辺 町 雄 和 町

相 場 助 役 助 役 助 役

松 葉 谷 助 役 収 入 役 収 入 役

収 入 役 教 育 長 教 育 長

教 育 長 総 務 課 長 参 事 （ 兼 総 務 企 画 課

合 併 推 進 局 長 企 画 情 報 課 長 長 ）

総 務 部 長 参 事 （ 兼 税 務 課 長 ）

企 画 調 整 部 長

財 政 部 長
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別 紙 ２

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 事 務 局 処 務 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 4条 第 ３

、 （ 「 」項 の 規 定 に 基 づ き 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 以 下 協 議 会

と い う ） の 事 務 局 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。。

（ 所 掌 事 項 ）

第 ２ 条 事 務 局 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 所 掌 す る 。

( 1 ) 協 議 会 の 会 議 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 協 議 会 の 協 議 資 料 の 作 成 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 協 議 会 の 財 務 に 関 す る こ と 。

( 4 ) 協 議 会 の 庶 務 に 関 す る こ と 。

( 5 ) 広 報 お よ び 広 聴 に 関 す る こ と 。

( 6 ) そ の 他 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

（ 職 員 ）

第 ３ 条 事 務 局 に 、 事 務 局 長 、 事 務 局 次 長 そ の 他 の 職 員 を 置 く 。

２ 前 項 に 定 め る 職 員 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 4条

第 ２ 項 に 基 づ き 、 １ 市 ２ 町 の 長 が そ れ ぞ れ 指 名 し た 者 に つ い て 、 協 議 会

。の 会 長 （ 以 下 「 会 長 」 と い う ） が 任 命 す る。

（ 組 織 お よ び 事 務 分 掌 ）

第 ４ 条 第 ２ 条 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め 、 事 務 局 に 、 庶 務 担 当 、

計 画 担 当 お よ び 調 整 担 当 を 置 く 。

（ 職 員 の 職 務 ）

第 ５ 条 事 務 局 長 は 、 会 長 の 命 を 受 け 、 事 務 局 の 事 務 を 掌 理 す る 。

２ 事 務 局 次 長 は 、 事 務 局 長 を 補 佐 し 、 事 務 局 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 事

務 局 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。

３ 前 ２ 項 に 規 定 す る 職 員 以 外 の 職 員 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 事 務 に 従 事 す

る 。

（ 会 長 の 決 裁 事 項 ）
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第 ６ 条 会 長 が 決 裁 す る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

( 1 ) 協 議 会 の 会 議 に 付 す べ き 事 項 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 協 議 会 の 予 算 お よ び 決 算 の 調 製 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 規 程 等 の 制 定 改 廃 に 関 す る こ と 。

( 4 ) そ の 他 重 要 と 認 め る 事 項 に 関 す る こ と 。

（ 専 決 事 項 等 ）

第 ７ 条 協 議 会 の 運 営 に お け る 各 職 位 の 事 案 の 処 理 権 限 等 に 関 し て は 、 秋

田 市 の 例 に よ る も の と す る こ の 場 合 に お い て 市 長 と あ る の は 会。 、「 」 「

長 」 と 「 助 役 」 と あ り 、 お よ び 「 部 長 」 と あ る の は 「 事 務 局 長 」 と 、、

「 課 長 」 と あ る の は 「 事 務 局 次 長 」 と す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 事 務 局 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 専 決 す る こ

と が で き る 。

( 1 ) 事 務 局 の 事 務 の 取 扱 方 針 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 各 種 資 料 等 の 調 製 に 関 す る こ と 。

（ 代 決 ）

第 ８ 条 会 長 が 不 在 の と き は 、 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 副 会 長 が そ の 事

務 を 代 決 す る 。

（ 文 書 の 取 扱 い ）

第 ９ 条 事 務 局 に お け る 文 書 の 収 受 、 発 送 、 処 理 、 保 存 そ の 他 の 文 書 の 取

扱 い は 、 秋 田 市 の 例 に よ る も の と す る 。

（ 公 印 ）

第 1 0条 協 議 会 の 公 印 の 名 称 、 ひ な 形 、 寸 法 、 書 体 、 使 用 区 分 、 管 理 者 お

よ び 個 数 は 、 別 表 の と お り と す る 。

（ 職 員 の 服 務 等 ）

第 1 1条 職 員 の 服 務 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 派

遣 す る 市 町 の 例 に よ る も の と す る 。

（ 職 員 の 給 与 等 ）

第 1 2条 事 務 局 の 職 員 の 給 与 等 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 派 遣 す る 市 町 の 負 担

に よ る 。
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（ 委 任 ）

第 1 3条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め

る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 1 5年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 （ 第 1 0条 関 係 ）

名 称 ひ な 形 寸 法 書 体 使 用 区 分 管 理 者 個 数

秋 田 市 ・ 河 秋 田 市 ・ 河 方 2 4 ミ リ れ い 書 会 長 名 を 事 務 局 １

辺 町 ・ 雄 和 辺 町 ・ 雄 和 町 メ ー ト ル も っ て 発 次 長

町 合 併 協 議 合 併 協 議 会 す る 文 書

会 会 長 之 印 会 長 之 印
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別 紙 ３

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 財 務 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 6条 の 規

定 に 基 づ き 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い

う ） の 予 算 の 編 成 、 現 金 の 出 納 そ の 他 財 務 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る。

も の と す る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）

第 ２ 条 協 議 会 の 会 長 （ 以 下 「 会 長 」 と い う ） は 、 毎 会 計 年 度 予 算 を 調。

製 し 、 協 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う ） の 承 認 を 得 な け れ ば な ら。

な い 。

（ 予 算 の 補 正 ）

第 ３ 条 会 長 は 、 協 議 会 に 係 る 既 定 予 算 に 補 正 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は 、 こ

れ を 調 製 し 、 会 議 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 款 お よ び 項 ）

第 ４ 条 歳 入 予 算 の 款 お よ び 項 の 区 分 は 、 別 表 第 １ の と お り と す る 。

２ 歳 出 予 算 の 款 お よ び 項 の 区 分 は 、 別 表 第 ２ の と お り と す る 。

３ 前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 年 度 に お い て 臨 時 か つ 特 別 な 理 由 が

あ る と き は 、 新 た な 款 又 は 項 を 定 め る こ と が で き る 。

（ 出 納 お よ び 現 金 の 保 管 ）

第 ５ 条 協 議 会 の 出 納 は 、 会 長 が 行 う 。

２ 会 長 は 、 協 議 会 の 事 務 局 の 職 員 の う ち か ら 協 議 会 の 出 納 員 を 命 ず る こ

と が で き る 。

３ 協 議 会 の 出 納 員 は 、 会 長 の 命 を 受 け て 、 協 議 会 の 出 納 そ の 他 の 会 計 事

務 を つ か さ ど る 。

４ 現 金 は 、 事 務 局 長 が 協 議 会 名 義 に よ り 、 金 融 機 関 に 預 金 し て 保 管 し な

け れ ば な ら な い 。

（ 決 算 ）

第 ６ 条 会 長 は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 ２ 月 以 内 に 協 議 会 の 決 算 を 調 製 し 、 秋
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田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 7条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 監 査

に 付 す も の と し 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 報 告 を 受 け た 後 、 会 議 の 認 定 を

受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 収 入 お よ び 支 出 の 手 続 ）

第 ７ 条 協 議 会 の 予 算 に 係 る 収 入 お よ び 支 出 の 手 続 は 、 秋 田 市 の 例 に よ る

も の と す る 。

２ 協 議 会 の 出 納 員 は 、 次 に 掲 げ る 簿 冊 を 備 え 、 出 納 の 管 理 を 行 う も の と

す る 。

( 1 ) 予 算 整 理 簿

( 2 ) そ の 他 必 要 な 簿 冊

（ 委 任 ）

、 、第 ８ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 協 議 会 の 財 務 に 関 し 必 要 な 事 項 は

事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 1 5年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 第 １ （ 第 ４ 条 関 係 ）

歳 入 予 算 の 款 お よ び 項 の 区 分

款 項

１ 負 担 金 １ 負 担 金

２ 県 支 出 金 １ 県 補 助 金

３ 諸 収 入 １ 雑 入

別 表 第 ２ （ 第 ４ 条 関 係 ）

歳 出 予 算 の 款 お よ び 項 の 区 分

款 項

１ 事 業 費 １ 会 議 ・ 広 報 費

２ 調 査 研 究 費
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２ 事 務 局 費 １ 事 務 局 費

３ 予 備 費 １ 予 備 費
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別 紙 ４

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 専 門 部 会 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 幹 事 会 規 程 第 ７

条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 幹 事 会 以、 （

下 「 幹 事 会 」 と い う ） の 専 門 部 会 の 組 織 お よ び 運 営 に 関 し 、 必 要 な 事。

項 を 定 め る も の と す る 。

（ 所 掌 事 務 ）

第 ２ 条 専 門 部 会 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 幹 事 会 規 程 第 ２

、 。条 に 規 定 す る 事 務 に つ い て 専 門 的 に 検 討 お よ び 調 整 を 行 う も の と す る

（ 組 織 ）

第 ３ 条 専 門 部 会 は 、 部 会 長 、 副 部 会 長 お よ び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。

２ 部 会 長 、 副 部 会 長 お よ び 委 員 は 、 別 表 に 掲 げ る 専 門 部 会 ご と に 、 そ れ

ぞ れ 同 表 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。

（ 部 会 長 お よ び 副 部 会 長 の 職 務 等 ）

第 ４ 条 部 会 長 は 、 当 該 専 門 部 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。

２ 副 部 会 長 は 、 部 会 長 を 補 佐 し 、 部 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務

を 代 理 す る 。

（ 会 議 ）

第 ５ 条 専 門 部 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う ） は 、 必 要 に 応 じ て 部 会。

長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。

（ 合 同 会 議 ）

第 ６ 条 専 門 部 会 は 、 必 要 に 応 じ て 関 係 す る 専 門 部 会 と 合 同 で 会 議 を 開 催

す る こ と が で き る 。

（ 関 係 者 の 出 席 ）

第 ７ 条 専 門 部 会 は 、 必 要 に 応 じ て 関 係 職 員 等 の 出 席 を 求 め る こ と が で き

る 。

（ 報 告 ）

第 ８ 条 部 会 長 は 、 会 議 に お け る 検 討 お よ び 調 整 の 経 過 な ら び に 結 果 に つ
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い て 、 幹 事 会 の 幹 事 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

（ 庶 務 ）

第 ９ 条 専 門 部 会 の 庶 務 は 、 そ れ ぞ れ の 専 門 部 会 ご と に 、 当 該 専 門 部 会 の

部 会 長 の 所 属 す る 市 町 の 部 署 の 庶 務 を 担 当 す る 課 に お い て 処 理 す る 。

（ 委 任 ）

第 1 0条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 専 門 部 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 幹 事 会 の 幹 事 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 1 5年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 幹 事 会 専 門 部 会 お よ び 委 員

専 門 部 会 部 会 長 副 部 会 長 委 員

総 務 専 門 秋 田 市 総 務 秋 田 市 総 務 秋 田 市 総 務 部 総 務 課 長 、 秋 田 市 総

部 会 部 長 部 次 長 務 部 秘 書 課 長 、 秋 田 市 総 務 部 文 書

、 、法 規 課 長 秋 田 市 総 務 部 人 事 課 長

秋 田 市 総 務 部 防 災 対 策 課 長 、 秋 田

市 行 政 シ ス テ ム 改 革 室 長 、 秋 田 市

国 体 準 備 室 長 、 秋 田 市 選 挙 管 理 委

員 会 事 務 局 長 、 秋 田 市 監 査 委 員 事

務 局 長 、 河 辺 町 総 務 課 長 、 河 辺 町

企 画 情 報 課 長 、 河 辺 町 町 民 生 活 課

長 、 河 辺 町 議 会 事 務 局 長 、 河 辺 町

教 育 委 員 会 社 会 教 育 課 長 、 河 辺 町

選 挙 管 理 委 員 会 書 記 長 、 雄 和 町 総

、 、務 企 画 課 長 雄 和 町 町 民 生 活 課 長

雄 和 町 議 会 事 務 局 長 、 雄 和 町 選 挙

管 理 委 員 会 書 記 長 、 雄 和 町 監 査 委
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員 書 記 、 雄 和 町 教 育 委 員 会 ス ポ ー

ツ 振 興 室 長 、 河 辺 雄 和 地 区 消 防 一

部 事 務 組 合 消 防 本 部 次 長 、 河 辺 雄

和 地 区 消 防 一 部 事 務 組 合 消 防 本 部

庶 務 課 長 、 河 辺 雄 和 地 区 消 防 一 部

事 務 組 合 消 防 本 部 警 防 課 長 、 河 辺

雄 和 地 区 消 防 一 部 事 務 組 合 消 防 本

部 予 防 課 長

企 画 調 整 秋 田 市 企 画 秋 田 市 企 画 秋 田 市 企 画 調 整 部 企 画 調 整 課 長 、

専 門 部 会 調 整 部 長 調 整 部 次 長 秋 田 市 企 画 調 整 部 情 報 政 策 課 長 、

秋 田 市 企 画 調 整 部 男 女 共 生 政 策 室

長 、 秋 田 市 企 画 調 整 部 広 報 課 長 、

秋 田 市 企 画 調 整 部 市 民 相 談 室 長 、

秋 田 市 市 史 編 さ ん 室 長 、 河 辺 町 総

務 課 長 、 河 辺 町 企 画 情 報 課 長 、 河

辺 町 商 工 観 光 課 長 、 河 辺 町 福 祉 保

健 課 長 、 河 辺 町 教 育 委 員 会 社 会 教

育 課 長 、 雄 和 町 総 務 企 画 課 長 、 雄

和 町 福 祉 保 健 課 長 、 雄 和 町 教 育 委

員 会 社 会 教 育 課 長

財 政 専 門 秋 田 市 財 政 秋 田 市 財 政 秋 田 市 財 政 部 財 政 課 長 、 秋 田 市 財

部 会 部 長 部 次 長 政 部 契 約 課 長 、 秋 田 市 財 政 部 市 民

、 、税 課 長 秋 田 市 財 政 部 資 産 税 課 長

秋 田 市 財 政 部 納 税 課 長 、 秋 田 市 用

地 調 査 室 長 、 河 辺 町 総 務 課 長 、 河

辺 町 税 務 課 長 、 河 辺 町 建 設 課 長 、

河 辺 町 農 業 委 員 会 事 務 局 長 、 雄 和

町 総 務 企 画 課 長 、 雄 和 町 税 務 課 長

市 民 生 活 秋 田 市 市 民 秋 田 市 市 民 秋 田 市 市 民 生 活 部 生 活 課 長 、 秋 田
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専 門 部 会 生 活 部 長 生 活 部 次 長 市 市 民 生 活 部 市 民 課 長 、 秋 田 市 市

民 生 活 部 国 保 年 金 課 長 、 秋 田 市 市

民 生 活 部 自 治 振 興 課 長 、 河 辺 町 企

画 情 報 課 長 、 河 辺 町 税 務 課 長 、 河

辺 町 商 工 観 光 課 長 、 河 辺 町 町 民 生

活 課 長 、 河 辺 町 福 祉 保 健 課 長 、 河

辺 町 水 道 課 長 、 河 辺 町 教 育 委 員 会

社 会 教 育 課 長 、 河 辺 町 岩 見 三 内 支

所 長 、 雄 和 町 総 務 企 画 課 長 、 雄 和

、 、町 税 務 課 長 雄 和 町 福 祉 保 健 課 長

雄 和 町 町 民 生 活 課 長 、 雄 和 町 産 業

課 長 、 雄 和 町 教 育 委 員 会 社 会 教 育

課 長

福 祉 専 門 秋 田 市 福 祉 秋 田 市 福 祉 秋 田 市 福 祉 保 健 部 福 祉 総 務 課 長 、

部 会 保 健 部 長 保 健 部 次 長 秋 田 市 福 祉 保 健 部 障 害 福 祉 課 長 、

秋 田 市 福 祉 保 健 部 児 童 家 庭 課 長 、

秋 田 市 福 祉 保 健 部 高 齢 福 祉 課 長 、

秋 田 市 福 祉 保 健 部 保 護 課 長 、 秋 田

市 福 祉 保 健 部 介 護 保 険 課 長 、 河 辺

町 町 民 生 活 課 長 、 河 辺 町 福 祉 保 健

課 長 、 雄 和 町 福 祉 保 健 課 長

保 健 専 門 秋 田 市 保 健 秋 田 市 保 健 秋 田 市 保 健 所 保 健 総 務 課 長 、 秋 田

部 会 所 長 所 次 長 市 保 健 所 保 健 予 防 課 長 、 秋 田 市 保

健 所 健 康 管 理 課 長 、 秋 田 市 保 健 所

衛 生 検 査 課 長 、 河 辺 町 町 民 生 活 課

長 、 河 辺 町 福 祉 保 健 課 長 、 雄 和 町

福 祉 保 健 課 長 、 雄 和 町 町 民 生 活 課

長

環 境 専 門 秋 田 市 環 境 秋 田 市 環 境 秋 田 市 環 境 部 環 境 総 務 課 長 、 秋 田
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部 会 部 長 部 次 長 市 環 境 部 環 境 企 画 課 長 、 秋 田 市 環

境 部 環 境 保 全 課 長 、 秋 田 市 環 境 部

廃 棄 物 対 策 課 長 、 秋 田 市 環 境 部 環

境 業 務 課 長 、 秋 田 市 環 境 部 総 合 環

境 セ ン タ ー 所 長 、 秋 田 市 環 境 部 向

、 、浜 事 業 所 長 河 辺 町 町 民 生 活 課 長

河 辺 町 水 道 課 長 、 雄 和 町 町 民 生 活

課 長

商 工 専 門 秋 田 市 商 工 秋 田 市 商 工 秋 田 市 商 工 部 商 業 観 光 課 長 、 秋 田

部 会 部 長 部 次 長 市 商 工 部 工 業 労 政 課 長 、 秋 田 市 商

工 部 港 湾 貿 易 振 興 課 長 、 秋 田 市 大

森 山 動 物 園 長 、 河 辺 町 商 工 観 光 課

長 、 雄 和 町 総 務 企 画 課 長 、 雄 和 町

産 業 課 長

農 林 専 門 秋 田 市 農 林 秋 田 市 農 林 秋 田 市 農 林 部 農 政 課 長 、 秋 田 市 農

部 会 部 長 部 次 長 林 部 農 業 環 境 整 備 課 長 、 秋 田 市 農

林 部 林 務 課 長 、 秋 田 市 中 央 卸 売 市

場 市 場 管 理 室 長 、 秋 田 市 農 業 委 員

会 事 務 局 長 、 河 辺 町 農 林 課 長 、 河

辺 町 水 道 課 長 、 河 辺 町 農 業 委 員 会

事 務 局 長 、 雄 和 町 産 業 課 長 、 雄 和

町 上 下 水 道 課 長 、 雄 和 町 農 業 委 員

会 事 務 局 長

建 設 専 門 秋 田 市 建 設 秋 田 市 建 設 秋 田 市 建 設 部 建 設 総 務 課 長 、 秋 田

部 会 部 長 部 次 長 市 建 設 部 道 路 建 設 課 長 、 秋 田 市 建

設 部 道 路 維 持 課 長 、 秋 田 市 建 設 部

建 築 課 長 、 秋 田 市 技 術 管 理 室 長 、

河 辺 町 建 設 課 長 、 雄 和 町 建 設 課 長

下 水 道 専 秋 田 市 下 水 秋 田 市 下 水 秋 田 市 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 長 、
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門 部 会 道 部 長 道 部 次 長 秋 田 市 下 水 道 部 下 水 道 建 設 課 長 、

秋 田 市 下 水 道 部 下 水 道 維 持 課 長 、

秋 田 市 下 水 道 部 下 水 道 施 設 課 長 、

、 、河 辺 町 総 務 課 長 河 辺 町 水 道 課 長

雄 和 町 総 務 企 画 課 長 、 雄 和 町 上 下

水 道 課 長 、 雄 和 町 出 納 室 長

都 市 整 備 秋 田 市 都 市 秋 田 市 都 市 秋 田 市 都 市 整 備 部 都 市 総 務 課 長 、

専 門 部 会 整 備 部 長 整 備 部 次 長 秋 田 市 都 市 整 備 部 都 市 計 画 課 長 、

秋 田 市 都 市 整 備 部 建 築 指 導 課 長 、

秋 田 市 都 市 整 備 部 住 宅 整 備 課 長 、

秋 田 市 都 市 整 備 部 公 園 課 長 、 秋 田

市 秋 田 駅 東 地 区 土 地 区 画 整 理 工 事

事 務 所 長 、 秋 田 市 ま ち づ く り 整 備

室 長 、 秋 田 市 拠 点 セ ン タ ー 設 置 準

備 室 長 、 河 辺 町 企 画 情 報 課 長 、 河

辺 町 農 林 課 長 、 河 辺 町 商 工 観 光 課

長 、 河 辺 町 建 設 課 長 、 河 辺 町 教 育

委 員 会 社 会 教 育 課 長 、 雄 和 町 総 務

企 画 課 長 、 雄 和 町 町 民 生 活 課 長 、

、 、雄 和 町 産 業 課 長 雄 和 町 建 設 課 長

雄 和 町 教 育 委 員 会 社 会 教 育 課 長

美 短 専 門 秋 田 公 立 美 秋 田 公 立 美 秋 田 公 立 美 術 工 芸 短 期 大 学 事 務 局

部 会 術 工 芸 短 期 術 工 芸 短 期 総 務 課 長 、 秋 田 公 立 美 術 工 芸 短 期

大 学 事 務 局 大 学 事 務 局 大 学 事 務 局 学 生 課 長 、 河 辺 町 教 育

長 次 長 委 員 会 学 校 教 育 課 長 、 雄 和 町 教 育

委 員 会 学 校 教 育 課 長

、病 院 専 門 市 立 秋 田 総 市 立 秋 田 総 市 立 秋 田 総 合 病 院 事 務 局 総 務 課 長

、部 会 合 病 院 事 務 合 病 院 事 務 市 立 秋 田 総 合 病 院 事 務 局 医 事 課 長

局 長 局 次 長 河 辺 町 福 祉 保 健 課 長 、 雄 和 町 福 祉
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保 健 課 長

会 計 専 門 秋 田 市 収 入 秋 田 市 収 入 秋 田 市 収 入 役 室 管 財 課 長 、 秋 田 市

部 会 役 室 長 役 室 会 計 課 収 入 役 室 工 事 検 査 室 長 、 河 辺 町 総

長 務 課 長 、 河 辺 町 町 民 生 活 課 長 、 河

辺 町 収 入 役 室 長 補 佐 、 雄 和 町 総 務

企 画 課 長 、 雄 和 町 町 民 生 活 課 長 、

雄 和 町 出 納 室 長

議 会 専 門 秋 田 市 議 会 秋 田 市 議 会 秋 田 市 議 会 事 務 局 庶 務 課 長 、 秋 田

部 会 事 務 局 長 事 務 局 次 長 市 議 会 事 務 局 議 事 課 長 、 河 辺 町 議

会 事 務 局 長 、 雄 和 町 議 会 事 務 局 長

、教 育 専 門 秋 田 市 教 育 秋 田 市 教 育 秋 田 市 教 育 委 員 会 事 務 局 学 事 課 長

部 会 次 長 の う ち 委 員 会 事 務 秋 田 市 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 教 育

秋 田 市 教 育 局 総 務 課 長 課 長 、 秋 田 市 教 育 委 員 会 事 務 局 ス

長 が 指 名 す ポ ー ツ 振 興 課 長 、 秋 田 市 教 育 委 員

る 者 会 文 化 振 興 室 長 、 秋 田 市 教 育 委 員

会 生 涯 学 習 室 長 、 河 辺 町 教 育 委 員

会 学 校 教 育 課 長 、 河 辺 町 教 育 委 員

会 社 会 教 育 課 長 、 雄 和 町 総 務 企 画

課 長 、 雄 和 町 福 祉 保 健 課 長 、 雄 和

町 教 育 委 員 会 学 校 教 育 課 長 、 雄 和

町 教 育 委 員 会 社 会 教 育 課 長 、 雄 和

町 教 育 委 員 会 ス ポ ー ツ 振 興 室 長

消 防 専 門 秋 田 市 消 防 秋 田 市 消 防 秋 田 市 消 防 本 部 総 務 課 長 、 秋 田 市

部 会 長 次 長 消 防 本 部 警 防 課 長 、 秋 田 市 消 防 本

部 救 急 課 長 、 秋 田 市 消 防 本 部 予 防

課 長 、 秋 田 市 消 防 本 部 指 令 課 長 、

河 辺 町 企 画 情 報 課 長 、 河 辺 町 町 民

生 活 課 長 、 雄 和 町 町 民 生 活 課 長 、

河 辺 雄 和 地 区 消 防 一 部 事 務 組 合 消
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防 本 部 次 長 、 河 辺 雄 和 地 区 消 防 一

部 事 務 組 合 消 防 本 部 庶 務 課 長 、 河

辺 雄 和 地 区 消 防 一 部 事 務 組 合 消 防

本 部 警 防 課 長 、 河 辺 雄 和 地 区 消 防

一 部 事 務 組 合 消 防 本 部 予 防 課 長

水 道 専 門 秋 田 市 水 道 秋 田 市 水 道 秋 田 市 水 道 局 総 務 課 長 、 秋 田 市 水

部 会 事 業 管 理 者 局 次 長 道 局 検 査 管 理 室 長 、 秋 田 市 水 道 局

営 業 課 長 、 秋 田 市 水 道 局 サ ー ビ ス

セ ン タ ー 所 長 、 秋 田 市 水 道 局 給 水

課 長 、 秋 田 市 水 道 局 配 水 課 長 、 秋

田 市 水 道 局 建 設 課 長 、 秋 田 市 水 道

局 浄 水 課 長 、 河 辺 町 総 務 課 長 、 河

辺 町 企 画 情 報 課 長 、 河 辺 町 水 道 課

長 、 雄 和 町 総 務 企 画 課 長 、 雄 和 町

上 下 水 道 課 長

交 通 専 門 秋 田 市 交 通 秋 田 市 交 通 秋 田 市 交 通 局 管 理 課 長 、 河 辺 町 町

部 会 事 業 管 理 者 局 次 長 民 生 活 課 長 、 雄 和 町 町 民 生 活 課 長

備 考

こ の 表 中 の 副 部 会 長 お よ び 委 員 の 欄 に 掲 げ る 職 に あ る 者 が ２ 人 以 上

い る 場 合 は 、 当 該 専 門 部 会 の 部 会 長 が 指 名 し た 者 と す る 。
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報 告 第 １ 号

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 設 置 の 件

秋 田 市 長 、 河 辺 町 長 お よ び 雄 和 町 長 が 協 議 し た 結 果 、 別 紙 規 約 の と お り

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 を 平 成 1 5年 ７ 月 ７ 日 に 設 置 し た の で 報

告 す る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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議 案 第 ２ 号

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 議 運 営 規 程 を 設 定 す る 件

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 1条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 議 運 営 規 程 を 次 の よ う に 設 定 す る こ

と に つ い て 、 承 認 を 求 め る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 議 運 営 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 1条 第 ５

項 の 規 定 に 基 づ き 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 の 会 議 以 下 会、 （ 「

議 」 と い う ） の 議 事 そ の 他 会 議 の 運 営 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も。

の と す る 。

（ 会 議 の 開 会 お よ び 閉 会 ）

第 ２ 条 会 議 の 開 会 お よ び 閉 会 は 、 会 長 （ 以 下 「 議 長 」 と い う ） が 宣 告。

す る 。

２ 委 員 は 、 議 長 の 許 可 を 得 た 後 、 発 言 す る も の と す る 。

（ 表 決 ）

第 ３ 条 会 議 の 議 事 は 、 全 会 一 致 を も っ て 決 す る こ と を 原 則 と す る 。 た だ

し 、 十 分 な 議 論 を 尽 く し た う え で 意 見 が 分 か れ た 場 合 は 、 出 席 委 員 の ３

分 の ２ 以 上 の 同 意 を も っ て 決 す る も の と す る 。

（ 傍 聴 ）

第 ４ 条 会 議 の 傍 聴 に つ い て は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。

（ 会 議 録 ）
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、 。第 ５ 条 議 長 は 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 録 し た 会 議 録 を 調 製 す る も の と す る

( 1 ) 開 催 日 時 お よ び 場 所

( 2 ) 出 席 し た 委 員 等 の 氏 名

( 3 ) 議 題 お よ び 議 事 の 要 旨

( 4 ) そ の 他 議 長 が 必 要 と 認 め た 事 項

（ 会 議 録 署 名 委 員 ）

第 ６ 条 会 議 録 に 署 名 す る 委 員 は 、 ３ 人 と し 、 議 長 が 会 議 に お い て 指 名 す

る 。

（ 会 議 録 等 の 公 開 ）

第 ７ 条 会 議 録 お よ び 会 議 に 提 出 さ れ た 文 書 は 、 原 則 と し て 公 開 す る 。

２ 前 項 の 公 開 は 、 議 長 が 定 め る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。

（ 委 任 ）

第 ８ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

議 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 か ら 施 行 す る 。
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議 案 第 ２ 号 関 連 規 程

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 議 傍 聴 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 議 運 営 規 程 第

４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 （ 以 下 「 協 議

会 」 と い う ） の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う ） の 傍 聴 に 関 し 必 要 な 事。 。

項 を 定 め る も の と す る 。

（ 傍 聴 の 手 続 ）

第 ２ 条 会 議 を 傍 聴 し よ う と す る 者 は 、 傍 聴 人 受 付 簿 （ 別 記 様 式 ） に 氏 名

。 、 、お よ び 住 所 を 記 入 し な け れ ば な ら な い た だ し 報 道 関 係 者 に つ い て は

こ の 限 り で は な い 。

（ 傍 聴 す る こ と が で き な い 者 ）

第 ３ 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 傍 聴 す る こ と が で き な い 。

( 1 ) 銃 器 、 棒 そ の 他 人 に 危 害 を 加 え 、 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 物

を 携 帯 し て い る 者

( 2 ) プ ラ カ ー ド 、 旗 、 の ぼ り の 類 を 携 帯 し て い る 者

( 3 ) 鉢 巻 き 、 腕 章 （ 報 道 関 係 者 で あ る 旨 を 表 示 す る 腕 章 を 除 く 、 た。）

す き 、 リ ボ ン 、 ヘ ル メ ッ ト の 類 を 着 用 し 、 又 は 携 帯 し て い る 者

( 4 ) ラ ジ オ 、 拡 声 機 、 無 線 機 、 マ イ ク 、 録 音 機 、 写 真 機 、 映 写 機 の 類 を

携 帯 し て い る 者 。 た だ し 、 撮 影 又 は 録 音 を す る こ と に つ き 協 議 会 の 会

長 （ 以 下 「 会 長 」 と い う ） の 許 可 を 得 た 者 を 除 く 。。

( 5 ) 笛 、 ラ ッ パ 、 太 鼓 そ の 他 の 楽 器 の 類 を 携 帯 し て い る 者

( 6 ) 酒 気 を 帯 び て い る と 認 め ら れ る 者

( 7 ) そ の 他 会 議 を 妨 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 者

（ 傍 聴 人 の 守 る べ き 事 項 ）

第 ４ 条 傍 聴 人 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。

( 1 ) 会 議 に お け る 言 論 に 対 し て 拍 手 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 然 と 可 否 を 表

明 し な い こ と 。

( 2 ) 私 語 、 談 笑 等 会 議 の 妨 害 に な る よ う な 行 為 を し な い こ と 。
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( 3 ) 張 り 紙 を 掲 げ る な ど 示 威 的 行 為 を し な い こ と 。

( 4 ) 飲 食 又 は 喫 煙 を し な い こ と 。

( 5 ) み だ り に 席 を 離 れ な い こ と 。

( 6 ) そ の 他 会 議 の 秩 序 を 乱 し 、 又 は 会 議 の 妨 害 に な る よ う な 行 為 を し な

い こ と 。

（ 写 真 、 映 画 等 の 撮 影 お よ び 録 音 等 の 禁 止 ）

、 、 、 。第 ５ 条 傍 聴 人 は 写 真 映 画 等 を 撮 影 し 又 は 録 音 等 を し て は な ら な い

た だ し 、 会 長 の 許 可 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 係 員 の 指 示 ）

第 ６ 条 傍 聴 人 は 、 係 員 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 傍 聴 人 の 退 場 ）

第 ７ 条 傍 聴 人 は 、 会 議 を 公 開 し な い 旨 の 決 定 が あ っ た と き は 、 速 や か に

退 場 し な け れ ば な ら な い 。

（ 違 反 に 対 す る 措 置 ）

第 ８ 条 傍 聴 人 が こ の 規 程 に 違 反 す る と き は 、 会 長 は こ れ を 制 止 し 、 そ の

命 令 に 従 わ な い と き は 、 当 該 傍 聴 人 を 退 場 さ せ る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 ９ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 傍 聴 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が

別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 か ら 施 行 す る 。

別 記 様 式 （ 第 ２ 条 関 係 ）

傍 聴 人 受 付 簿

年 月 日

整 理 番 号 氏 名 住 所
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議 案 第 ３ 号

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 委 員 等 の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 に

関 す る 規 程 を 設 定 す る 件

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 第 1 8条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 委 員 等 の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 に 関 す る

規 程 を 次 の よ う に 設 定 す る こ と に つ い て 、 承 認 を 求 め る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 委 員 等 の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償

に 関 す る 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 規 約 （ 以 下 「 規

約 」 と い う ） 第 1 8条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町。

合 併 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う ） の 会 長 お よ び 委 員 な ら び に 規 約。

第 1 7条 の 規 定 に 基 づ き 協 議 会 の 出 納 の 監 査 を 行 う 代 表 監 査 委 員 以 下 代（ 「

表 監 査 委 員 」 と い う ） の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 の 額 な ら び に そ の 支 給 方。

法 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 報 酬 ）

第 ２ 条 規 約 第 ８ 条 第 １ 項 第 ４ 号 か ら ６ 号 ま で に 該 当 す る 委 員 お よ び 代 表

監 査 委 員 （ 常 勤 で あ る 者 を 除 く ） が 協 議 会 の 会 議 に 出 席 し た 場 合 に 報。

酬 を 支 払 う こ と と し 、 そ の 額 は 日 額 7 , 0 0 0円 と す る 。

（ 費 用 弁 償 ）

第 ３ 条 協 議 会 の 会 長 お よ び 委 員 な ら び に 代 表 監 査 委 員 が 、 協 議 会 の 職 務

、 、を 行 う た め に 秋 田 市 河 辺 町 お よ び 雄 和 町 以 外 の 地 域 に 出 張 し た と き は
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費 用 弁 償 と し て 、 秋 田 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 2 8年 秋 田 市 条

例 第 ５ 号 ） に 規 定 す る 市 長 等 の 受 け る 旅 費 に 相 当 す る 額 を 支 給 す る 。

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 前 条 の 規 定 に よ り 報 酬 の 支 給 を 受 け る 委 員

お よ び 代 表 監 査 委 員 が 、 協 議 会 の 会 議 に 出 席 し た と き は 、 こ れ ら の 者 の

住 居 と 会 場 ま で の 次 表 の 区 分 の 片 道 の 距 離 に よ り 同 表 の 支 給 額 を 費 用 弁

償 と し て 支 給 す る 。

区 分 支 給 額

４ キ ロ メ ー ト ル 未 満 １ 日 に つ き 3 , 5 0 0円

４ キ ロ メ ー ト ル 以 上 ８ キ ロ メ ー ト ル 未 満 １ 日 に つ き 4 , 0 0 0円

８ キ ロ メ ー ト ル 以 上 1 0キ ロ メ ー ト ル 未 満 １ 日 に つ き 4 , 5 0 0円

1 0キ ロ メ ー ト ル 以 上 １ 日 に つ き 5 , 0 0 0円

（ 支 給 方 法 ）

第 ４ 条 前 ２ 条 に 規 定 す る 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 の 支 給 方 法 は 、 秋 田 市 の 例

に よ る 。

（ 委 任 ）

第 ５ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 年 月 日 か ら 施 行 す る 。1 5 ７ 1 0
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議 案 第 ４ 号

平 成 1 5年 度 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 事 業 計 画 の 件

（ 「 」 。）平 成 1 5年 度 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 以 下 協 議 会 と い う

の 事 業 計 画 を 次 の と お り 定 め る こ と に つ い て 、 承 認 を 求 め る 。

平 成 1 5年 度 協 議 会 事 業 計 画

１ 会 議 の 開 催

( 1 ) 協 議 会 の 会 議 （ 概 ね 月 １ 回 ） お よ び 幹 事 会 の 会 議 （ 月 １ ～ ２ 回 ） を

開 催 す る 。

( 2 ) 専 門 部 会 の 会 議 を 随 時 開 催 す る 。

２ 市 町 村 建 設 計 画 の 検 討

策 定 方 針 の 確 認 お よ び 素 案 の 検 討 を 行 う 。

３ 協 定 項 目 の 検 討

各 分 野 に お け る 協 定 項 目 の 内 容 の 検 討 を 行 う 。

４ 住 民 へ の 積 極 的 な 情 報 提 供

協 議 会 の 協 議 内 容 や 合 併 に 関 す る 情 報 を 広 く 住 民 に 提 供 す る 。

( 1 ) 協 議 会 の 活 動 状 況 や 協 議 内 容 を 掲 載 し た パ ン フ レ ッ ト を 作 成 す る と

と も に 、 必 要 に 応 じ て １ 市 ２ 町 の 住 民 に 配 付 す る 。

( 2 ) 協 議 会 の ホ ー ム ペ ー ジ を 開 設 し 、 随 時 更 新 を 行 う 。

５ そ の 他

国 や 県 と の 調 整 の ほ か 、 必 要 な 事 業 を 適 宜 実 施 す る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久



〔議案第４号関連参考資料〕
法定協議会における今後の協議予定について

秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
平　　成　　15　　年 平　　成　　16　　年

協　　　　議　　　　内　　　　容 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回第10回第11回第12回第13回
協議会協議会協議会協議会協議会協議会協議会協議会協議会協議会協議会協議会協議会

7/10 8/8 9/29 11/5 11/21 12/24 1/20 2/20 3/30 .4月 .5月 .6月 .7月
新市のまちづくり計画

1 策定方針について ○
2 新市の基本構想について ○ ○ ○
3 新市の建設計画について ○ ○ ○

合併協定項目（現段階の予定項目）
1 全般の調整方針について ○
2 合併の方式 ○
3 合併の期日 ○ ○
4 合併後の市の名称 ○
5 合併後の市の事務所の位置 ○
6 財産の取扱い ○
7 議会議員の任期および定数の取扱い ○

8
農業委員会の委員の任期および定数
の取扱い

○

9 地方税の取扱い ○
10 一般職の職員の取扱い ○
11 特別職の職員の取扱い ○
12 条例、規則等の取扱い ○ ○
13 組織および機構 ○ ○ ○
14 一部事務組合等の取扱い ○
15 使用料、手数料等の取扱い ○ ○
16 公共的団体等の取扱い ○
17 補助金等の取扱い ○ ○
18 町（字）の区域および名称の取扱い ○
19 慣行の取扱い ○
20 都市計画の取扱い ○
21 電算システム事業 ○ ○
22 姉妹都市等交流事業 ○
23 広報、広聴事業 ○
24 男女共生事業 ○
25 交通安全事業 ○
26 住民サービス窓口業務 ○
27 国民健康保険事業 ○
28 住民自治関係事業 ○
29 防災等関係事業 ○
30 消防事業 ○
31 身体障害者福祉、福祉医療事業 ○
32 児童福祉等事業 ○
33 高齢者福祉事業 ○
34 生活保護関連事業 ○
35 介護保険事業 ○
36 その他の福祉事業 ○
37 保健、衛生事業 ○
38 環境保全事業 ○
39 ごみ処理事業 ○
40 し尿処理事業 ○
41 農林水産関係事業 ○
42 商工観光関係事業 ○
43 上水道事業 ○
44 下水道事業 ○
45 建設関係事業 ○
46 都市整備、交通関係事業 ○
47 学校教育事業 ○
48 社会教育事業 ○
49 文化・体育振興事業 ○
50 その他事業 ○

調　印　準　備　等
1 合併協定項目全般の最終調整 ○
2 調印式の概要説明と今後の予定 ○
3 調印式 ○

※現段階の予定であり、今後、協議状況に応じてスケジュールの変更がある。

平成15年7月10日
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議 案 第 ５ 号

平 成 1 5年 度 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 予 算 の 件

平 成 1 5年 度 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 の 予 算 を 次 の と お り 定 め

る こ と に つ い て 、 承 認 を 求 め る 。

平 成 1 5年 度 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 予 算

平 成 1 5年 度 秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 8 , 7 6 6千 円 と 定 め る 。

第 ２ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 お よ び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 「 第 １、

表 歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久



第１表　歳入歳出予算

【歳　入】 （単位：千円）

款 項 金       額

１　負担金 33,765

１　負担金 33,765

２　県支出金 5,000

１　県補助金 5,000

３　諸収入 1

１　雑入 1

計 38,766

【歳　出】 （単位：千円）

款 項 金       額

１　事業費 32,825

１　会議・広報費 24,750

２　調査研究費 8,075

２　事務局費 3,941

１　事務局費 3,941

3　予備費 2,000

１　予備費 2,000

計 38,766
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歳入歳出予算事項別明細書

【歳　入】 （単位：千円）

款 項
本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比　　較

１　負担金 33,765 0 33,765

１　負担金 33,765 0 33,765

２　県支出金 5,000 0 5,000

１　県補助金 5,000 0 5,000

３　諸収入 1 0 1

１　雑入 1 0 1

38,766 0 38,766

【歳　出】 （単位：千円）

区     分 金     額

１　事業費 32,825 0 32,825

１　会議･広報費 24,750 0 24,750  1報酬 2,800 協議会等会議開催　　   10,778

 8報償費 150 協議会活動等住民ＰＲ　　7,938

 9旅費 2,172 広報関連資料作成等      5,561

11需用費 13,937 ホームページ運営　　　    473

12役務費 80

13委託料 4,652

14使用料及
  び賃借料

959

２　調査研究費 8,075 0 8,075  9旅費 2,090 事務事業一元化関連業務  　210

11需用費 1,785
新市将来構想・建設計画  5,775
策定関連業務

13委託料 4,200 先進地事例調査          2,090

２　事務局費 3,941 0 3,941

１　事務局費 3,941 0 3,941  9旅費 371 一般管理的経費          3,941

11需用費 2,506

12役務費 360

14使用料及
  び賃借料

135

18備品購入
  費

569

３　予備費 2,000 0 2,000

１　予備費 2,000 0 2,000

38,766 0 38,766

前 年 度
予 算 額

預金利子 1

協議会活動等住民ＰＲ経費 5,000

説            明

秋田市23,616,336円、河辺町5,144,049円、雄和町
5,004,615円（負担金割合を均等割40%、人口割60%とし、人
口割については平成12年国勢調査人口による。）

計

計

比　　較
節

説        明款 項
本 年 度
予 算 額
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議 案 第 ６ 号

合 併 の 方 式 に 関 す る 件

合 併 の 方 式 を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を 求 め る 。

河 辺 町 お よ び 雄 和 町 を 廃 し 、 そ の 区 域 を 秋 田 市 へ 編 入 す る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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〔議案第６号関連参考資料〕
編入合併と新設合併の比較

編 入 合 併 新 設 合 併
市町村の区域の全部若しくは一部を 2以上の市町村の区域の全部若しくは定 義
他の市町村に編入することで市町村 一部をもって市町村を置くことで市
の数の減少を伴うもの。 町村の数の減少を伴うもの。
編入する市町村の法人格が継続す 新たに法人格が発生する。法 人 格
る。
編入する市町村の名称とすることが 新たに制定する。合併市町村の名称
多いが、新たに制定することもでき
る。
通常は編入する市町村の事務所の位 新たに制定する。事務所の位置
置となる。
編入する市町村の長は変わらず、編 消滅する合併関係市町村の長は失職市町村の長
入される市町村の長は失職する。 る。

議会の議員 編入する市町村の議会の議員は在 消滅する合併関係市町村の議会の議
原 任し、編入される市町村の議会の 員は失職する。
議員は失職する （合併による著し 合併市町村の法定数による設置選挙。
い人口増の場合は増員選挙を行う を行う。則
こともできる ）。
次のいずれかによることができる。 次のいずれかによることができる。
① 増員選挙およびこれに続く最初 ① 設置選挙において、新設合併の

特 の一般選挙において編入合併の 特例定数（法定数の2倍まで）
特例定数とする （増加分は編 とする。。
入された区域に配分） ② 合併関係市町村の議会の議員で

例 ② 編入される市町村の議会の議員 合併関係市町村の議会の議員の
で合併市町村の議会の議員の被 被選挙権を有することとなる者
選挙権を有することとなる者 は、最長２年間在任する。
は、編入する市町村の議会の議
員の残任期間だけ在任する。こ
の場合、更に最初の一般選挙に
おいて編入合併の特例定数を採
ることができる。

消滅する合併関係市町村の委員（選農業委員会の 原 編入する市町村の委員はそのまま
編入される市町村委員は全 挙による委員、選任による委員）は委員（合併市 在任し、

則 て失職する。 全て失職する。町村に１つの
委員会を置く

編入される市町村の委員（選挙）の 合併関係市町村の委員（選挙）のうこととする場
特 うち、合併市町村の農業委員会の委 ち、合併市町村の農業委員会の委員合）

、員の被選挙権を有することとなる者 の被選挙権を有することとなる者は
は、40人までの範囲で、編入する市 10～80人の範囲で、１年以内の間、

例 町村の委員の残任期間だけ在任でき 在任できる。
る。
編入する市町村の特別職の職員は 市町村の特別職の特別職の職員 消滅する合併関係

編入される 全員失職する （新たに選任す在任し、 市町村の特別 職員は 。
全員失職する。 る ）職の職員は 。

編入する市町村の条例・規則を適 市町村の条例・規条例・規則 消滅する合併関係
用する （合併に伴い必要な改正を 則は全て失効する （新たに制定す。 。
行う ） る ）。 。

（注1） 市町村のうち、区域の一部のみが関わり法人格が消滅しない市町村において合併関係
は、特別職および一般職の職員は失職せず、条例・規則も失効しないが、議会の議員
および農業委員会の委員は被選挙権を失うこととなる場合のみ失職する。

（注2）農業委員会の委員に関しては、この他合併市町村の区域を分けて2以上の農業委員会
を置くという特例をとることもできる。
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議 案 第 ７ 号

合 併 後 の 市 の 名 称 に 関 す る 件

合 併 後 の 市 の 名 称 を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を 求 め る 。

合 併 後 の 市 の 名 称 は 、 秋 田 市 と す る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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議 案 第 ８ 号

合 併 後 の 市 の 事 務 所 の 位 置 に 関 す る 件

合 併 後 の 市 の 事 務 所 の 位 置 を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を

求 め る 。

合 併 後 の 市 の 事 務 所 の 位 置 は 、 秋 田 市 山 王 一 丁 目 １ 番 １ 号 と す る 。

平 成 1 5年 ７ 月 1 0日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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